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◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  議案第８５号  令和６年度多賀町一般会計補正予算（第６号）につい

て 

               （予算特別委員長報告） 

 日程第３  議案第８９号  多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 
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 日程第６  議案第９２号  令和６年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

 日程第７  議案第９３号  令和６年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第
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 日程第８  議案第９４号  令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第２号）について 

 日程第９  議員派遣の件について 

 日程第10  委員会の閉会中の継続調査について 

       （総務常任委員会） 

       （産業建設常任委員会） 

       （議会広報常任委員会） 

       （議会運営委員会） 

       （議会改革特別委員会） 
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（開会 午後 ２時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただ今から、令和６年１２月第４回多賀町議会定例会を再開いた

します。 

                                        

○議長（菅森照雄君） なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

 また、本日の本会議に町長から追加議案６件が提出されています。 

 それでは、日程表のとおり、予算特別委員長に付託結果の報告を求め、委員長に対し

質疑の後、討論および採決を行います。 

 再開に当たり、町長から挨拶をお願いいたします。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 令和６年１２月第４回多賀町議会定例会の再開に当たり、一言ご

挨拶を申し上げます。 

 本日、１２月定例会を再開いたしましたところ、議員の皆様には何かとご多用の中ご

出席賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本定例会は１２月３日に開会し、本日までの１７日間には、本会議をはじめ、一般質

問での貴重なご意見や予算特別委員会では慎重なご審議を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本日、最終日ではございますが、追加議案として多賀町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例や多賀町一般会計補正予算など、合わせて６議案を提出させていただ

きました。議員の皆様には、円滑かつ適切なご決議賜りますようよろしくお願い申し上

げ、議会再開のご挨拶といたします。 

                                        

（開議 午後 ２時３２分） 

○議長（菅森照雄君） ただいまの出席議員は９人であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

    ９番  神細工 宗 宏 議員    ２番  一之瀨 浩 治 議員 

を指名いたします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２ 「議案第８５号 令和６年度多賀町一般会計補正予算

（第６号）について」を議題とします。 

 本案について、予算特別委員長より付託案件の審査結果の報告を求めます。 

 ８番、山口久男予算特別委員長。 



－４－ 

〔予算特別委員長 山口久男君 登壇〕 

○予算特別委員長（山口久男君） 予算特別委員会に付託されました「議案第８５号 令

和６年度多賀町一般会計補正予算（第６号）について」審査を行いましたので、会議規

則の規定により予算特別特別委員会報告を行います。 

 １２月６日の午前９時より委員全員と議長、執行者側より町長、教育長、会計管理者、

各担当課長、参事、課長補佐および担当係長の出席を求め、審査を行いました。  

 各課に関する事項について、予算の説明を受け所管ごとに審査を行いましたので、そ

の経過ならびに結果についてご報告します。 

 令和６年度多賀町一般会計補正予算（第６号）は、既定の歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ２億９６９万８,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ６０億４,０３７万４,００

０円とするものです。債務負担行為の補正は、多賀スマートインターチェンジ上り線の

工事負担金として、令和７年度までの２年間で６億９,５００万円とするものです。地

方債の補正は、道路改良事業について４７０万円減額し２,０５０万円とし、消防施設

等整備事業については３６０万円を追加し１,４６０万円とし、それぞれ限度額の増減

を行い、借入限度額の変更をするものであります。 

 歳入の主なものについて申し上げます。 

 国庫支出金は、国庫負担金、民生費国庫負担金、障がい福祉における介護給付費に係

る障害者自立支援費事業負担金１,８９５万円や国庫補助金、総務費国庫補助金、戸籍

の振り仮名対応業務に係る戸籍情報連携システム整備事業補助金３１２万５,０００円

の受入れ、国庫交付金、民生費国庫交付金で、児童福祉における子育て支援交付金４４

２万７,０００円を追加で受け入れるほか、内示額を減額調整する等、国庫支出金とし

て総額２,０２５万円を追加するものです。県支出金は、民生費県負担金、障害者自立

支援事業負担金９４７万５,０００円、県補助金、民生費県補助金、児童福祉における

地域子育て支援事業補助金２８６万１,０００円の受入れなど、総額１,３３７万２,０

００円を追加するものです。寄附金は、ふるさと納税の寄付金が増加する見込みであり、

２,６００万円を追加するものです。繰入金は公債費、起債の繰上償還分に充当するた

め、減債基金より１,６７６万３,０００円を繰り入れるもので、繰越金は今回の補正財

源として１億３,４１５万７,０００円を充当するものです。雑入は、利用児童数の増加

による学童保育、おやつ代２５万６,０００円を追加し、８５款町債は１１０万円の減

額とするものであります。 

 次に、歳出についてです。 

 総務費は、ふるさと納税の寄付が増額となる見込みとなり、委託料等で１,３００万

円、財産管理費では、老朽化している勤労者体育センターの解体設計費９７７万３,０

００円、また、来年度町制７０周年を迎えるに当たっての準備経費６７万８,０００円、

戸籍住民基本台帳費では、戸籍の振り仮名対応業務に係る経費３４２万５,０００円と

するもので、総務費総額で２,６８７万６,０００円の追加です。 
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 民生費は、社会福祉費で介護生活支援費での介護保険特別会計への繰出金５４５万円、

障害者自立支援費で、障がい福祉における介護給付費の増額分３,７９０万円、児童福

祉費では、児童福祉総務費、障害児通所給付費について３００万円の追加、子育て支援

対策費では、放課後児童クラブの利用児童増加による指導員、おやつ経費の追加１６８

万１,０００円など、民生費総額４,９９８万３,０００円の追加です。 

 衛生費は、保健事業総務費では、国県支出金の追加で財源のみの振替を行い、保健事

業費では、各予防接種等の委託料で、予算を増減、調整し、結果、衛生費総額１０８万

１,０００円の追加です。 

 土木費は、国費の内示額や工事費の精査を行い、総額２,５９４万３,０００円の減額

とするものです。 

 教育費は、小学校費では、物価高騰に伴う給食賄い材料費３６７万４,０００円と、

多賀小学校のスクールバス更新に伴う費用等合わせて１,４２３万円の追加、中学校費

では、小学校費同様、物価高騰に伴う給食賄い材料費６８万５,０００円や給食アレル

ギー対応に係る消耗品費や工事費、来年度の教科書改訂に係る備品購入費などと合わせ

て３００万２,０００円の追加、社会教育費では、文化財保護費における事業費の精査

を行った結果１３７万３,０００円を減額し、教育費総額では１,５８５万９,０００円

の追加です。 

 公債費は、繰上償還を行い１億２,８８４万２,０００円とするものです。 

 諸支出金は、ふるさと納税寄付増額の２分の１、１,３００万円を多賀町まちづくり

基金に積み立て、次年度の財源として確保するものです。 

 以上が今回提案されました主な補正予算の概要であります。 

 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 総務課所管についてです。ふるさと納税額が補正予算としては前年度とほぼ同額だが、

今後ふるさと納税額を上げるような考えはどうなのかとの質疑に対し、中間業者が楽天

で通信サイトを使ったことが大幅な増加の原因で２億５,０００万円増えたので、今年

度アマゾンも１２月から契約した。増やせる環境を整えていきたい。返礼品については、

安定して１年間供給できる体制が必要である。滋賀県では近江牛が一番人気であり、近

江牛を多賀町の返礼品として提供できないかと考えており、ベストーネで活用できるよ

う取り組んでいるとの答弁がありました。 

 犬上分署庁舎の整備事業についての質疑に対し、トイレの改修工事と救急消毒室の新

設工事をされる。目的としては救急隊員等の感染症対策に係る施設整備ということです。

多賀町分は３６７万円の負担となりますとの答弁がありました。 

 公債費繰上償還の理由についての質疑に対し、令和５年度から令和６年度への一般会

計の繰越金が約２億７,０００万円でした。この繰越金について、財政調整基金に積み

増ししてもほとんど利子がつかないことから、１億２,０００万円の繰上償還すること

により償還利子３８０万円の支払いがなくなるので、財政的には３８０万円を削減でき
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たということになります。今後の将来的な財政運営を見て起債残高を減らしていく。財

政運営の判断により公債費を繰上償還したというのが理由です。減債基金からの分は昨

年度、臨時財政対策債の償還分について国からの交付があり、今回繰上償還をさせてい

ただきましたとの答弁がありました。 

 次に、企画課および産業環境課についてです。町制７０周年事業について、功労者へ

の感謝状贈呈者８０名の基準はどうかとの質疑に対し、基準については実行委員会で案

を作成し、各課に対象の方をリストアップしてもらっています。表彰基準としては、自

治功労、社会福祉功労、産業経済功労、教育文化功労の分野ごとに選考をさせていただ

きます。１０周年から６０周年記念の間の受章および名誉町民特別功労者は原則的に除

くとされています。ただし、特別功労として、過去に受章された方でも町長が認めた場

合には再度表彰するとなっています。町制６０周年のときは７１人でしたので、今回は

８０人を想定をしていますとの答弁がありました。７０周年記念の木製レプリカについ

ての質疑に対し、多賀森林循環事業協同組合に委託をさせていただきますが、樹齢７０

年の杉の木については大滝山林組合から購入する予定で見積りを頂いていますとの答弁

がありました。 

 税務住民課所管についてです。戸籍振り仮名対応業務委託料の財源内訳に関する質疑

に対し、振り仮名の確認通知を出すため、住基ネットから振り仮名を取得しますが、そ

のときに市町村の保有している住民基本台帳には振り仮名が大文字で書かれている場合

があります。これを抽出して正しい小さい文字に直すための費用は町単独の予算であり、

この分は国庫補助の対象外のため、一般財源でお願いするものです。 

 国庫補助は、振り仮名の確認通知を出すための郵送費である通信運搬費７６万５,０

００円と、委託料の振り仮名通知書作成業務２３５万９,５００円で、国庫補助金は３

１２万５,０００円の受入れとなりますとの答弁がありました。 

 福祉保健課所管についてです。ロタウイルスワクチン、日本脳炎予防ワクチン接種に

ついて、接種率が下がっている原因は何かとの質疑に対し、ロタウイルスについては乳

児期に受ける予防接種であり、出生数がかなり少なくなったことが主な原因です。日本

脳炎につきましては、３歳から５歳までに３回受けて期間を空けての接種になるので、

忘れる方もおられる場合もあり、福祉保健課からは接種勧奨の通知は全員の対象の方に

しています。コロナの関係で接種を見合わせている方や受けられなかった方も多少はお

られるおられるかもしれませんが、実態としては小さい子よりは期間を空けての接種で

あるため、接種率が下がっているのではないかと思われますとの答弁がありました。  

 障害者自立支援介護給付費の補正額３,７９０万円の増額について、報酬改定の時期

と内容はどうかとの質疑に対し、報酬改定は介護保険や医療保険も同様で、３年ごとに

報酬改定があります。それの一環で令和６年の４月からの報酬改定です。内容について

は、各サービスについての加算の取決めが変わったということと、介護従事者の処遇改

善が盛り込まれている内容となっていますとの答弁がありました。 
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 次に、地域整備課に関する事項について。多賀スマートインター上り線工事負担金の

質疑について、料金所の埋設ケーブルの関係から、膜シェルターのくいをべた打ちから

くい打ちになっていますが、維持管理の観点からくい打ちへの変更要望があったために

工事費１,２００万円の増額になっている。ネクスコ側の都合であり、工事費の負担は

してもらえないのかとの質疑に対し、飛球防護は多賀町が工事費を負担する施設となり

ます。考え方として、ネクスコの道路に占用をさせていただく形になっています。こち

らが占用する側になるので、相手に合わせて施工していかざるを得ないというのが現状

ですとの答弁がありました。 

 飛球防護柵について、防球ネットの素材は鋼管ということであるが、膜シェルターの

上屋、柱の素材は何かとの質疑に対し、膜シェルターの骨組みについては鋼管になる予

定です。上に覆うものとしては、多賀サービスエリアの下り線のトイレとお土産売場の

間の上にある屋根の膜と同じ素材で耐久もよく、ゴルフボールが当たっても破れにくい

構造のものになっていますとの答弁がありました。 

 膜シェルターの工法以外では供用開始できないのか。他の方法は取り入れなかったの

か。また、それの維持管理は全て多賀町がしていかなくてはならないのか。仮に維持管

理費を多賀町が負担するとなれば、維持管理費はどの程度になるのかとの質疑に対し、

今までにゴルフボールの軌跡や高さが何ｍまで上がるかというシミュレーションをして

ネクスコとも協議してきました。その結果、三十数ｍの高いネットを設置すれば膜シェ

ルターの代わりになるが、道路のすぐ横に３０ｍのネットを立てるということになると、

維持管理は困難になる。約１５ｍの高さが限界と言われていたので、その高い部分の飛

球は覆う方法しかなかった。当初はコンクリートも検討したが非常に高額になるため、

検討した結果、膜シェルターが比較的安価で、ネクスコとも協議し、飛球対策には膜シ

ェルターを採用しました。 

 今後の維持管理については、現在はネクスコと町との協議は平行線のままです。町と

しては、ネクスコ側に維持管理をしていただきたいという要望はしております。ただ、

ネクスコ側は設置した多賀町が維持管理をすべきとの方針であり、まだ具体的な維持管

理の費用については、試算もまだできていない状況です。現段階では、維持管理をどち

らにするかを議論して、事業費が正確にどれぐらいになるかは算定できないという状況

ですとの答弁がありました。 

 橋梁総点検業務委託料２,２５５万２,０００円の減額補正の理由についての質疑に対

し、滋賀県の担当に確認したが、国が減額した明確な理由は国から県にも伝わっておら

ず、理由は分からないということでした。令和６年度国庫補助は３０橋分のみの措置に

なった。県から減額の理由は不明であるとのことでしたとの答弁がありました。  

 今後の対応についての質疑に対し、令和７年度要望を県に上げて国に要望していただ

く予定であるが、町の予算の考えも含め、県に要望はしました。国庫補助が満額つかな

い場合もありますので、令和７年度予算に一般財源として残りの５５橋ができる分の金
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額だけは予算要望しており、令和７年度には残りの５５橋全ての橋梁点検をしていきた

いとの答弁がありました。 

 橋梁点検のこれまでの経緯に関することに対し、令和５年１２月に国の補正予算があ

り、事業費として約１,９００万円の予算がつき、令和６年度の事業費３,００８万円と

合わせ全体でおおむね５,０００万円で、１４９の橋梁点検をするという予算取りにな

っておりました。令和５年の補正予算を繰越した分プラス（令和６年度措置分）７５２

万８,０００円を加えて２,６５３万２,０００円で９４橋の点検ができております。令

和５年分と６年度分合わせて１４９橋のうち９４橋しかできておりませんので、新年度

には残りの５５橋をぜひともお願いしたいとの答弁がありました。 

 なお、令和７年度実施予定の橋梁点検５５橋分のリストが予算特別委員会に提出をさ

れましたことを報告しておきます。 

 次、教育委員会所管について、子育て支援交付金の内容についての質疑に対し、利用

者支援事業といい、現在、子育て相談する体制が福祉保健センターにあります。担当職

員である保健師の人件費に対し交付金を充てられることになり、追加申請するものです

との答弁がありました。保健師さんが相談窓口として認められるようになったというこ

とであるが、放課後児童クラブを利用されている保護者からその保健師に相談できるよ

うな仕組みになるということかとの質疑に対し、子育て支援交付金は、放課後児童クラ

ブ運営費の補助や利用者支援事業では子育て相談、ほかにも子育て支援センター設置に

係る補助などいくつかの事業を対象に交付されているものです。子育て相談窓口は現在、

福祉保健センターにあり、そちらで相談対応する保健師の人件費に対し交付金を受け入

れるのと、別メニューである放課後児童クラブは受入れ児童の増加により事業費が膨ら

むため補助金を増額で申請するものであり、新たな仕組みになるということではありま

せんとの答弁がありました。 

 次、学校給食のアレルギー対応の人員配置についての質疑に対し、現在、小学校に７

名の正規職員の調理師がいます。そのうち１名を中学校のアレルギー対応に配置し、欠

員については会計年度職員を雇用する予定ですとの答弁がありました。 

 中学校のアレルギー対応について、ふれあいの郷のいきいきホールの厨房施設を使う

に当たっての主張はないのかとの質疑に対し、アレルギー対策でふれあいの郷いきいき

ホールの厨房は社会福祉協議会が管理しているところであり、年１回か２回食堂を利用

する状況です。基本的にはその事業は平日ではないので重ならないと聞いております。

もちろん、使用については社会福祉協議会、福祉保健課の２者の管理者とも十分協議し

た上で進めておりますとの答弁がありました。 

 小学校の通学バスを廃車された車は何年製だったのか。また、新たに発注した場合、

いつ頃納入されるのかとの質疑に対し、まだ廃車はできておらず保管している状況であ

り、平成２３年６月に購入したもので１３年経過しています。新車の納期は、早くても

発注から半年かかるというふうには聞いております。早期に仮契約をさせていただき、
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その後、金額的には契約議決を要する案件になり、お認めいただいたら本契約になるか

と思います。その後、すぐに進めていく準備は一方でさせていただく予定ですとの答弁

がありました。 

 通学バス運行はどうしているのかとの質疑に対し、故障したバスの代替対応について

は、１５人乗りのハイエースの公用車を利用しております。現在１４名の児童が対象で

あり、ハイエースに乗れない児童についてはタクシーでの追加対応をしている状況です

との答弁がありました。 

 以上、全ての質疑応答を終了し、討論はなく、採決の結果、「議案第８５号 令和６

年度多賀町一般会計補正予算（第６号）について」全員賛成で、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 以上で、予算特別委員会に付託されました審査結果の報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） 以上で、予算特別委員長報告を終わります。 

 これより、予算特別委員長に対する質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する予算特別委員長の報告は可決です。議案第８５号は、予算特別委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第８５号は予算特別委員長の

報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第３ 「議案第８９号 多賀町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第８９号 多賀町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について」、ご説明いたします。 

 議案書の１ページをお願いいたします。 

 今回の改正は、本年８月の国の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与および期末・

勤勉手当が改正されたことにより、多賀町職員の給与について、国に準じ改正を行うも

のでございます。 



－１０－ 

 主な改正点は、民間給与との格差を解消するため、特に若年層に重点を置きつつ、給

与月額の引上げを行うとともに、併せて期末・勤勉手当の改正を行うものでございます。 

 改正内容でございますが、まず期末手当の規定であります第２２条第２項中、現在の

支給割合である「１００分の１２２.５」を「１００分の１２７.５」に１００分の５引

き上げ、また同条第３項中、これは定年前再任用短時間勤務職員の額を規定する条項で

ございますが、第２項と同様の改正を行い、「１００分の６８.７５」については「１０

０の７１.２５」に１００分の２.５引き上げるものでございます。 

 次に、勤勉手当の規定でございますが、第２３条第２項第１号で、現在の「１００分

の１０２.５」を「１００分の１０７.５」に１００分の５引き上げ、同項第２号におい

て、定年前再任用短時間勤務職員については、「１００分の４８.７５」を「１００分の

５１.２５」に１００分の２.５引き上げるものでございます。 

 次に、条例第３条で規定する行政職の給料表につきましては、議案書１ページから５

ページのとおり国に準じ改定し、大卒初任給で１級２５号で２万３,８００円給料月額

を引き上げ、特に若年層の給料月額を引き上げる改正となっております。 

 付則第１項として、この条例は公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する

ものとし、第２２条、第２３条の規定については令和６年１２月１日から適用するもの

でございます。 

 第２項では、改正前の規定により支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす

こととし、第３項、条例の施行に関して必要な事項を規則で定めることとしております。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第８９号 多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」は、

原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第８９号は原案のとおり可決

されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第４ 「議案第９０号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給

与および旅費に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第９０号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与およ

び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」、ご説明申し上げます。 

 議案書６ページをお願いいたします。 

 本改正につきましては、議案第８９号と同様に、国の人事院勧告に伴い、特別職の期

末手当の額の改定が行われたことにより条例改正を行うものでございます。 

 内容につきましては、第１条で期末手当の額を「１００分の１７０」から「１００分

の１７５」に１００分の５引き上げるものでございます。 

 付則として、この条例は公布の日から施行するものとし、令和６年１２月１日から適

用するものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第９０号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関する条例の一

部を改正する条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願いま

す。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第９０号は原案のとおり可決

されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第５ 「議案第９１号 令和６年度多賀町一般会計補正予算

（第７号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第９１号 令和６年度多賀町一般会計補正予算（第７

号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書７ページをお願いいたします。 



－１２－ 

 今回お願いいたします補正予算は、本年８月の国人事院勧告および国家公務員の給与

関連法の改正、議案第８９号、議案第９０号の条例改正に基づき、職員、会計年度任用

職員の給料、期末・勤勉手当を算定し、予算の過不足を調製したものでございます。  

 第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,８６９万１,０００

円を追加し、歳入歳出それぞれ６０億６,９０６万５,０００円とするものです。 

 それでは、１３ページ、歳入をご説明いたします。 

 ５０款国庫支出金、１０項国庫補助金では、個人番号カードの交付事務費として３０

万１,０００円、２０項国庫交付金では、出産子育て応援交付金として４万６,０００円、

それぞれ会計年度任用職員の人件費引上げ分に充当するものとして受け入れるものでご

ざいます。 

 ５５款県支出金につきましても、出産子育て支援人件費分として２万３,０００円を

受け入れるものでございます。 

 ７５款繰越金は、今回の補正財源として２,８３２万１,０００円を充当するものです。 

 次に歳出でございます。 

 １４ページから２９ページでございますが、５款議会費から４５款教育費まで、各所

管に所属する職員、会計年度任用職員の人件費について、国人事院勧告に基づき算出し、

過不足を調製させていただいております。 

 なお、１９ページ、１５款民生費、２２目子育て支援対策費、２３ページ、２５款農

林水産業費、５目林業総務費、２４ページ、４５款教育費、１０目事務局費、２７ペー

ジ、１０目公民館費、２８ページ、５５目図書館費においては、今年度の人事異動によ

り不用となった額があり、それぞれ減額補正をしております。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第９１号 令和６年度多賀町一般会計補正予算（第７号）について」は、原案

のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第９１号は原案のとおり可決

されました。 
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○議長（菅森照雄君） 日程第６ 「議案第９２号 令和６年度多賀町国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第９２号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）につきまして」、ご説明申し上げます。 

 議案書の３１ページをお願いします。 

 今回お願いします補正は、本年８月の人事院勧告を受けての議案第８９号の多賀町職

員の給与に関する条例の改正に基づいて算出されます職員の給与改正による補正をお願

いするものでございます。 

 第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ５８万７,

０００円を追加し、歳入歳出それぞれ９億７,１１９万３,０００円とするものでござい

ます。 

 議案書の３６ページをお願いします。 

 歳入について、事項別明細書でご説明申し上げます。 

 ４０款５項５目の一般会計繰入金は、事務費繰入金として５８万７,０００円を受け

入れるものです。 

 議案書の３７ページをお願いします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ５款５項５目の一般管理費は、一般管理事業で計上しております職員の給与改正とし

て給与３２万円、職員手当等１８万５,０００円、共済費８万２,０００円の計５８万７,

０００円の補正をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第９２号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第９２号は原案のとおり可決

されました。 



－１４－ 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第７ 「議案第９３号 令和６年度多賀町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第９３号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書の３９ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、本年８月の人事院勧告を受けての議案第８９号の多賀町職員の給与に

関する条例の改正に基づいて算出されます職員と会計年度任用職員の給与等について増

額補正をお願いするものでございます。 

 第１条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１０万４,０００

円を追加し、歳入歳出それぞれ９億１,４１８万７,０００円とするものでございます。 

 それでは、４４ページの歳入からご説明させていただきます。 

 ３０款繰入金、その他一般会計繰入金は、今回の改正により職員および会計年度職員

についての給与を調整し、増額となった２１０万４,０００円を事務費繰入金として繰

入れするものでございます。 

 続きまして、４５ページの歳出に移らせていただきます。 

 ５款総務費、一般管理費につきましては、事務職員についての給料１７万７,０００

円、職員手当等２０万円、共済費４万５,０００円、合わせて４２万２,０００円の増額。 

 ５款総務費、認定調査員費につきましては、会計年度任用職員の介護認定調査員の手

当分として２万５,０００円の増額。 

 １７款地域支援事業費につきましては、地域包括支援センター運営費として、社会福

祉士である会計年度任用職員の報酬７万６,０００円と地域包括支援センター職員の給

料６８万円、次のページに移りまして、職員手当等４７万９,０００円、共済費１６万

１,０００円、合わせて１３９万６,０００円。 

 ４５目認知症総合支援事業費では、認知症地域支援推進員である会計年度任用職員の

報酬１８万１,０００円、職員手当等８万円、合わせて２６万１,０００円の増額となり、

地域支援事業費として、合計１６５万７,０００円の増額補正をお願いするものです。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 



－１５－ 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第９３号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第９３号は原案のとおり可決

されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第８ 「議案第９４号 令和６年度多賀町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第９４号 令和６年度多賀町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の４７ページをお願いします。 

 今回お願いします補正は、本年８月の人事院勧告を受けての議案第８９号の多賀町職

員の給与に関する条例の改正に基づいて算出されます職員の給与改正および職員の時間

外手当が不足することが見込まれますことから、補正をお願いするものでございます。 

 第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ５５万円を

増額し、歳入歳出それぞれ１億４,１１５万２,０００円とするものでございます。 

 議案書の５２ページをお願いします。 

 歳入について、事項別明細書でご説明申し上げます。 

 １５款５項一般会計繰入金は、人件費繰入金として５５万円を受け入れるものです。 

 議案書の５３ページをお願いします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ５款５項５目の一般管理費は、一般管理事業で計上しております職員の給与改正およ

び職員の時間外手当が不足することが見込まれるため、給料２３万１,０００円、職員

手当等２６万３,０００円、共済費５万６,０００円の計５５万円の補正をお願いするも

のでございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 



－１６－ 

○議長（菅森照雄君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第９４号 令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第９４号は原案のとおり可決

されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第９ 「議員派遣の件について」を議題とします。 

 本案は、会議規則第１２８条の規定により、お手元に配布しておりますとおり議員を

派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件については、お手元に配布のとおり派遣することに決定しまし

た。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１０ 「委員会の閉会中の継続調査について」を議題とし

ます。 

 本案は、総務常任委員会、産業建設常任委員会、議会広報常任委員会および議会運営

委員会ならびに議会改革特別委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、

お手元に配布した所管事務調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことに決定しまし

た。 

 お諮りします。これまで議決されました議案について、その字句、数字その他の整理

を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程および本定例会に付された案件は全て終了しました。 

 去る１２月３日開会、本日までの１７日間の会期にわたり、終始熱心にご審議、ご審

査賜り、また、議会の運営に関しましても格別のご協力を頂き、誠にありがとうござい



－１７－ 

ました。 

 これをもって令和６年１２月第４回多賀町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 ３時２３分 閉会） 
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